
第二二一回 

衆第一五号 

   国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図

書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 

 （国立国会図書館法の一部改正） 

第一条 国立国会図書館法（昭和二十三年法律第五号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一脱炭素成長型経済構造移行推進機構の項の次に次のように加える。 

日本学術会議 日本学術会議法（令和七年法律第七十号） 

 （国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関す

る法律の一部改正） 

第二条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に

関する法律（昭和二十四年法律第百一号）の一部を次のように改正する。 

  第一条の表国立国会図書館支部日本学術会議図書館の項を削る。 

   附 則 

 この法律は、日本学術会議法（令和七年法律第七十号）の施行の日から施行する。 



     理 由 

 日本学術会議法（令和七年法律第七十号）により日本学術会議が法人として設立され、

内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、出版

物の納入義務に関する規定を整備するとともに、国立国会図書館支部日本学術会議図書館

を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


